
西東京市
グランドデザイン

令和６（2024）年３月

～ともにみらいにつなぐ やさしさといこいの西東京～



ともにみらいにつなぐ
～西東京市グランドデザイン～

第３次基本構想・基本計画の策定に併

せて、新たなまちづくりの方向性や将来

のビジョンを分かりやすくお伝えし、市

民の皆様とイメージを共有するために、

「西東京市グランドデザイン」を制作い

たしました。

「西東京市グランドデザイン」は、総

合計画や都市計画マスタープランに位置

付ける取組について、本市が目指すまち

の姿をイラストで描いたものです。

これまでに大切にしてきた「やさし

さ」や「ふれあい」といった想いを継承

しつつ、「住んでよかった」「住み続け

たい」と実感していただける、夢と希望

が溢れる西東京市を、市民の皆様ととも

に未来へとつないでまいりたいと考えて

おります。



🄫シンエイ／西東京市

いこいーな

※本冊子のイラストは、実際の西東京市のまちなみとは異なります。
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西東京市第３次総合計画（基本構想・基本計画）とは

■基本理念（わたしたちの望み）

西東京市第３次総合計画（基本構想・基本計画）は、

市の最上位計画で、これからの10年間のまちづくりの

基本となる計画です。

基本構想、基本計画、実施計画で構成されており、

特に大切な基本構想は、目指すべき将来像を描き、

その実現に向けたまちづくりの方向性を示すもので、

基本理念や基本目標などを定めています。

計画の期間は、令和６（2024）年度から令和15

（2033）年度までの10年間です。

ともにみらいにつなぐ やさしさといこいの西東京

第３次基本構想では、わたしたちの望みとして次の基本理念を掲

げています。

「ともに」
まちづくりに関わるさまざまな主体が、手を携えて協力している様子

を表しています。
個の想いや力だけでなく、それぞれの立場や経験を活かし、協働する

ことで、より多様化・複雑化する課題に対応していくことができます。

「みらいにつなぐ」
これまで守り育んできた西東京市の良さを次世代に残していくことに

加え、さまざまな主体による取組が次世代にも引き継がれるよう、未来
を担う子どもにまちづくりのバトンを渡していくことを表しています。

「やさしさ」
思いやりや助け合いの気持ちなど、人のやさしさや温かさだけでなく

一人ひとりが認められ大事にされる社会、地球環境への配慮ある行動、
誰一人取り残さない持続可能な社会などの意味が込められています。

「いこい」
市の中心部に位置する西東京いこいの森公園やマスコットキャラク

ター「いこいーな」などに象徴されるように、わたしたちが大切にして
きた言葉です。
都心に近いながらも身近にみどりを感じることができる環境や、落ち

着いた住環境の中で、心と体が休まり人々の交流が生まれるいこいの場
を、これからも守り育てていくことを表しています。

■総合計画について

1

目指すべき将来像やまち
づくりの方向性等を示す
もの

基本構想で示した将来像
やまちづくりの方向性等
を実現するための施策を
示すもの

基本計画で示した施策を
達成するための具体的な
事業を示すもの



■基本目標（目指すべき将来像）

基本構想では、基本理念をかなえるために目指すまちの姿として、６つの基本目標

（目指すべき将来像）を掲げています。

また、社会経済情勢の変化等に対して柔軟に対応するための「基本目標実現のため

の体制づくり」を示しています。

次のページからは、それぞれ

の基本目標について、視覚的に

分かりやすく伝えるためにイラ

ストを掲載しています。

西東京市の将来像を一緒にイ

メージしてみましょう。

■基本目標ごとの
イラストへ！！

※本冊子のイラストは、実際の西東京
市のまちなみとは異なります。

2



みんなでつくるまち

市民とともに持続発展する自治体

多様性を認め合う社会を構築する

一人ひとりがいきいきと輝くまちを実現する
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若者の
まちづくりへの参画

多様な主体による
まちづくり

顔の見える関係づくり

男女平等に関する
情報提供

平和に関する
学習機会

オンラインでの
行政手続

デジタル技術を活用した
情報発信

高齢者等へのデジタル
活用のサポート

多様な世代による
地域活動

外国人の地域参加
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子どもが健やかに育つまち

子どもがのびのびと成長する

子どもの学びや生きる力を育む

安心して子どもを産み育てる

5



子どもの会議

安全で安心な
保育園

家庭の状況に応じた
伴走型支援

子育て家庭の
つながりの場

登下校時の見守り

世代を超えた交流

放課後等の
子どもの居場所

主体的に学ぶ力を
育む教育

子どもが相談
できる環境
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笑顔で自分らしく暮らせるまち

いつまでも健康で元気に暮らす

人と地域がつながり安心して暮らす
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見守り等の
ささえあい

健康意識の向上

障害のある人の
社会参加

身近な相談窓口

障害のある人への
理解促進

高齢者の社会参加

介護予防活動

在宅医療

まち全体での
健康づくり
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環境にやさしい持続可能なまち

環境に配慮した持続可能な社会を構築する

暮らしの中で身近にみどりを感じる
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みどりの保全活動

幅広い年齢層が
遊び楽しめる公園

４Ｒ※を推進する
イベント

緑地等をつなぐ
ネットワーク

身近な農地の
保全・活用

まちの美化活動

再生エネルギーの活用

環境にやさしい
移動手段

※４Ｒ…リデュース・リユース・リサイクル・リフューズ
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安全で安心して快適に暮らせるまち

快適で魅力的な住みやすいまちで暮らす

安全で安心して暮らす
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道路と鉄道の立体交差

街路整備による
安全な歩行空間

地域をつなぐ
交通ネットワーク

みどりを身近に感じる
まちなみ

地域と連携した交通安全

地域での防災訓練

防災基盤の整備

犯罪が起きにくい
環境づくり
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活力と魅力あるまち

産業が活性化して活力のあるまちになる

多様な学びと文化芸術・スポーツが息づく

にぎわいのある魅力的なまちになる
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市内産農産物の
マルシェ

活力ある商店街

多様な働き方の
サポート

多様な学習機会 文化芸術に親しむ機会

文化財の活用

身近にスポーツ・
運動ができる環境

地域資源を活かした
魅力的なまち
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西東京市都市計画マスタープランとは
都市計画マスタープランでは、第３次総合計画（基本構想・基本計画）において示される基本理念等を都市計画の分野で具体的に示すため、本市が目指

す将来都市像、まちづくりの目標、将来都市構造とこれらの考え方に基づく、「土地利用」「みどり・水辺・都市景観」「交通環境整備」「防災まちづく

り」「人と環境にやさしいまちづくり」の５つの方針等を示しています。

目標１
身近にみどりが感じられる

まちの形成を目指します。

目標３
拠点とつながる

快適なまちの形成を目指します。

目標４
だれもが安全に安心して暮らせる

まちの形成を目指します。

目標２
にぎわいと交流がある

まちの形成を目指します。

土地利用

土地利用の区分ごとの誘導

みどりの保全を基調とした土地利用の推進

良好な住環境の誘導

中学校を中心としたまちづくり

空き家等の対策の推進

交通環境整備

計画的な都市計画道路の整備の推進

都市計画道路を補完する主要生活道路等の整備

開かずの踏切解消に向けた検討

交通結節機能の強化と駅前広場の環境整備

持続可能な公共交通ネットワークの構築

道路の安全性・快適性の確保

徒歩や自転車等の移動手段の促進

防災まちづくり

防災性の高い市街地の形成

幹線道路の整備による延焼遮断帯の形成

救助、消火活動や円滑な物資輸送を可能にする

幹線道路等の整備

避難経路や広域避難場所、避難広場等の確保

建築物の耐震化等

土砂災害特別警戒区域等への対策

雨水対策の推進

自立・分散型エネルギーの確保

防災・減災機能をもつ農地・緑地の保全

みどり・水辺・都市景観

農地の保全と活用

みどりの保全と創出

さまざまな主体との連携強化

みどりと水辺のネットワークの形成

魅力ある景観形成

人と環境にやさしいまちづくり

安全で快適な建築物の整備

安全で快適な屋外の環境づくり

だれもが利用しやすい公共交通の環境整備

ゼロカーボンシティの実現に向けた取組の推進

みどりがかおり 快適でゆとりある みらいにつなぐ住宅都市 西東京

＜将来都市像＞

＜まちづくりの目標＞

＜分野別まちづくりの方針＞
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次のページからは、都市計画マスタープランにおけるまちのイメージを「中心

拠点」「地域拠点」「中・低層住宅地」「街路とその沿道」の４つの視点ごとに

イラストを用いて示します。

グランドデザインで示すまちの姿

田無駅、ひばりヶ丘駅、保谷駅周辺

東伏見駅、西武柳沢駅、ひばりが丘団地周辺

低層住宅地区
中層住宅地区

沿道型市街地地区
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中心拠点では、商業施設等が集積する立地状況を活かし、市内外から多くの人が訪れ、にぎわいが生まれ、交流
が行われる場となるよう、多様な都市機能の誘導を図るとともに、交通結節点として市内外各地と公共交通など
によりつながる拠点の形成を目指します。
また、建物の建て替え促進やオープンスペースの保全・活用により、防災性の向上を図るとともに、低層住宅地

では、ゆとりある住環境の形成を目指します。
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駅周辺の拠点性の向上

防災性の向上

商業施設などのにぎわいの創出

商業施設等の
便利な施設

鉄道、バス等の
乗り換えの
しやすい空間

踏切がなくなり、車や歩行者等が
スムーズに通行できる道路

オープンスペース
（公園等）の確保

にぎわいのある
商店街

安全で快適な
歩行空間

歩行者等が安全に
通行しづらい道路

店舗と住宅が
混在する商店街

密集した住宅地

老朽化した

集合住宅 ゆとりある住宅地

建替えによる建築物
の不燃化・耐震化
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地域拠点では、商業施設等が集積する立地状況を活かし、にぎわいが生まれ、交流の場となるよう、日常生活
における身近な都市機能の維持・誘導を図るとともに、交通結節点として市内外各地と公共交通などによりつな
がる拠点の形成を目指します。
また、地域資源を活用し、みどりと水辺の連続したネットワークによる回遊性の創出や個性ある景観形成を目

指すとともに、建物の建て替え促進やオープンスペースの保全・活用による防災性の向上を図り、低層住宅地で
は、ゆとりある住環境の形成を目指します。
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駅周辺の拠点性の向上

魅力ある景観形成 防災性の向上

バス等の発着が
難しい空間 老朽化した

大規模住宅団地

周辺環境に
配慮した住宅団地

高架下の活用
によるにぎわい

鉄道、バス等の乗り
換えのしやすい空間

踏切がなくなり、車や歩行者等が
スムーズに通行きる道路

自然資源、歴史資源
を活かした景観

さまざまな主体と
連携した魅力ある公園

みどりと水辺が連続した
良好な空間

オープンスペース
（公園等）の確保

密集した
住宅地

老朽化した
集合住宅

建替えによる建築物
の不燃化・耐震化
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中・低層住宅地では、地域特性にあった住宅地とみどりが調和したまちなみを誘導します。
また、中学校周辺において学校施設の建替えなどの機会を捉え、更なるコミュニティの形成を目指すため、学

校施設の在り方と、まちづくりのルールを検討するとともに、建蔽率、容積率の見直しや防火地域及び準防火地
域等の指定についても検討し、住環境・防災性の向上を目指します。
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中学校を中心としたまちづくり

みどりの保全と活用

良好な住環境の形成

防災性の向上

にぎわいの
ある公園

密集した
住宅地

学校周辺における
安全で快適な

道路空間

公益性の高い
学校施設

農地と一体となった公園
（さまざまな主体と連携）

老朽化した公園

農地の保全と新たな価値の創出
（農家レストラン等）

グリーンインフラの
機能がある農地 オープンスペース

（公園等）の確保

緊急車両がスムーズに
通行できる道路

緊急車両が通行しづらい
狭い道路

建替えによる建築物
の不燃化・耐震化

老朽化した集合住宅
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街路については、整備を推進するとともに、歩行者や自転車が安全で快適に通行できる空間の確保、延焼遮断
帯の機能の形成を目指します。
その沿道では、沿道特性に応じた土地利用を推進し、地域の利便性や活力の向上、街路沿道の建物の不燃化や

耐震化を促進し、防災性の向上を目指すとともに、沿道に残る農地などのみどりと調和したまちなみの形成を目
指します。
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街路の整備促進 沿道の土地利用の誘導 みどりの保全と活用

防災性の向上

快適な歩行空間と
自転車通行空間

街路樹による
みどりの連続性

歩行者や自転車が
通行しづらい幹線道路

農地と調和した
街路沿道

保水機能等の
役割を持つ農地

にぎわいのある
街路沿道

中高層住宅

にぎわいと交流
がある農地

密集地した
住宅地

緊急車両がスムーズに
通行できる道路

緊急車両が通行
しづらい狭い道路

建替えによる建築物
の不燃化・耐震化

街路整備により強化
された延焼遮断機能

オープンスペース
（公園等）の確保
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西東京市グランドデザイン 令和６（2024）年３月

西東京市
企画部企画政策課（田無庁舎）

〒186-8666 西東京市南町五丁目６番13号
TEL：042-460-9800

まちづくり部都市計画課（保谷東分庁舎）
〒202-8555 西東京市中町１丁目６番８号

TEL：042-438-4050

西東京市市民憲章 平成16年１月21日制定

このまちを たがいに助けあう 優しいまちにしたい

このまちを みどりに満ちた 美しいまちにしたい

このまちを ゆめの広がる 楽しいまちにしたい

このまちを こころ豊かな 学びあいのまちにしたい

市民憲章からイメージしたイラストを西東京市立の中学２・３年生に
描いていただきました。

前田 芽里さん（田無第二中学校）

遠山 楓さん（ひばりが丘中学校）


